
  

一 

令和 6 年 3 月 29 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第２０号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

千
葉
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

漁
港
漁
場
整
備
法
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 

一 

 
 

告 
 

示 

○ 

千
葉
県
水
産
基
盤
整
備
関
係
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

千
葉
県
畜
産
振
興
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
を
廃
止
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

規

則 

 

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
三
十
五
号 

 
 

 

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

平
成
十
五
年
千
葉
県
規
則
第
二
十
九
号

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
五
条
中

第
十
九
条
第
二
項

を

第
二
十
一
条
第
二
項

に
改
め
る

 

 

第
六
条
第
一
項
中

第
八
条

を

第
九
条

に
改
め
る

 

 

別
記
第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

 

を

 
 

 
 

 
 

 
に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

千
葉
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
三
十
六
号 

 
 

 

千
葉
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則

昭
和
三
十
五
年
千
葉
県
規
則
第
十
三
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る

 

 

第
二
条
中

漁
港
漁
場
整
備
法

を

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

に
改
め
る

 

 

別
記
第
一
号
様
式
中

 

を
削
り

同
様
式
の
注
を
削
る

 

 

別
記
第
三
号
様
式
中

 

を
削
り

同
様
式
の
注
を
削
る

 

 

別
記
第
四
号
様
式
中

 

を
削
り

同
様
式
の
注
を
削
る

 

 

別
記
第
五
号
様
式
中

 

を
削
り

同
様
式
の
注
を
削
る

 

 

別
記
第
六
号
様
式
中

 

を
削
り

同
様
式
の
注
を
削
る

 

 

別
記
第
八
号
様
式
中

 

を
削
り

同
様
式
の
注
を
削
る

 

 

別
記
第
九
号
様
式
中

 

を
削
り

同
様
式
の
注
２
を
削
り

同
様
式
の
注
１
を
同
様
式
の
注
と
す

る

 

 

別
記
第
十
号
様
式
中

 

を
削
り

同
様
式
の
注
２
を
削
り

同
様
式
の
注
１
を
同
様
式
の
注
と
す

る

 

 

別
記
第
十
一
号
様
式
中

 

を
削
り

同
様
式
の
注
を
削
る

 

 

別
記
第
十
二
号
様
式
中

 

を
削
り

同
様
式
の
注
を
削
る

 

 

別
記
第
十
三
号
様
式
中

 

を
削
り

同
様
式
の
注
を
削
る

 

 

別
記
第
十
四
号
様
式
中

 

を
削
り

同
様
式
の
注
を
削
る

 

 

別
記
第
十
五
号
様
式
中

 

を
削
り

同
様
式
の
注
を
削
る

 

 

別
記
第
十
六
号
様
式
中

 

を
削
り

同
様
式
の
注
を
削
る

 

 
 

 

附 

則 

 

施
行
期
日

 

１ 

こ
の
規
則
は

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

 

経
過
措
置

 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に

改
正
前
の
千
葉
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用

紙
は

こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も

当
分
の
間

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る

 

  

漁
港
漁
場
整
備
法
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
千
葉
県
規
則
第
三
十
七
号 

 
 

 
漁
港
漁
場
整
備
法
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

漁
港
漁
場
整
備
法
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
等
に
関
す
る
規
則

昭
和
四
十
七
年
千
葉
県
規
則
第
八
十
七

号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 
 

 

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
等
に
関
す
る
規
則 

 

第
一
条
中

漁
港
漁
場
整
備
法

を

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

に
改
め
る

 

 

別
記
第
一
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

6

年

3 

月

29

日 

号 
 

外 

 

 
第

２
１

条
第

１
項

 
 

 
第

１
９

条
第

１
項
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㊞
 

㊞
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㊞
 

㊞
 

㊞
 ㊞
 

㊞
 

㊞
 

㊞
 

㊞
 

㊞
 

 
水

面
（

土
地

）
の

立
 

 
第

二
条

第
一

号
 

 
 

第
二

条
第

一
項

第
一

号
 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第２０号 令和 6 年 3 月 29 日（金曜日） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
記
第
二
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に

 
 

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る

 

 

別
記
第
三
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に

 
 

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る

 

 

別
記
第
四
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に

 
 

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る

 

 

別
記
第
五
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に

 
 

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る

 

 

別
記
第
六
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に

 
 

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る

 

 

別
記
第
七
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に

 
 

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る

 

 

別
記
第
八
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に

 
 

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る

 

 

別
記
第
九
号
様
式
中

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に

 
 

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る

 

 

別
記
第
十
号
様
式
か
ら
第
十
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に

改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

施
行
期
日

 

１ 

こ
の
規
則
は

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

 

経
過
措
置

 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
前
に

改
正
前
の
漁
港
漁
場
整
備
法
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
等
に
関
す
る
規
則
の

規
定
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙
は

こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も

当
分
の
間

所
要
の
調
整
を
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

告

示 

 

千
葉
県
水
産
基
盤
整
備
関
係
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号 

 
 

 

千
葉
県
水
産
基
盤
整
備
関
係
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

千
葉
県
水
産
基
盤
整
備
関
係
事
業
補
助
金
交
付
要
綱

昭
和
三
十
二
年
千
葉
県
告
示
第
五
百
三
十
四

号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
二
条
第
二
項
第
六
号
中

漁
港
漁
場
整
備
法

を

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

に

改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

千
葉
県
畜
産
振
興
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号 

 
 

 

千
葉
県
畜
産
振
興
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
を
廃
止
す
る
告
示 

 

千
葉
県
畜
産
振
興
事
業
補
助
金
交
付
要
綱

昭
和
三
十
三
年
千
葉
県
告
示
第
五
十
二
号

は

廃
止
す

る

 

 
 

 

附 

則 

 

施
行
期
日

 

１ 

こ
の
告
示
は

公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る

 

 

経
過
措
置

 

２ 

廃
止
前
の
千
葉
県
畜
産
振
興
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
畜
産
振
興
事
業
に

係
る
補
助
金
で
あ

て

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
千
葉
県
補
助
金
等
交
付
規
則

昭
和
三
十
二
年

千
葉
県
規
則
第
五
十
三
号

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
の
決
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は

な
お

従
前
の
例
に
よ
る

 

           

 
「

漁
港

及
び

漁
場

の
整

 

 
土

地
（

水
面

）
の

立
入

（
使

用
）

許
可

申
請

書
 

 
 

入
（

使
用

）
許

可
申

請
書

 
 

「
漁

港
漁

場
整

備
法

」
 

 

 
第

二
条

第
二

号
 

 
 

第
二

条
第

一
項

第
二

号
 

 
 

漁
港

漁
場

整
備

法
 

 

 
漁

港
及

び
漁

場
の

整
備

等
に

関
す

る
法

律
 

 

 
第

二
条

第
三

号
 

 
 

第
二

条
第

一
項

第
三

号
 

 
漁

港
漁

場
整

備
法

 
 

漁
港

及
び

漁
場

の
整

備
等

に
関

す
る

法
律

 
 

第
二

条
第

四
号

 
第

二
条

第
一

項
第

四
号

 
 

漁
港

漁
場

整
備

法
 

 

漁
港

及
び

漁
場

の
整

備
等

に
関

す
る

法
律

 
 

第
二

条
第

五
号

 
第

二
条

第
一

項
第

五
号

 
 

漁
港

漁
場

整
備

法
 

 

漁
港

及
び

漁
場

の
整

備
等

に
関

す
る

法
律

 
 

第
二

条
第

六
号

 
第

二
条

第
一

項
第

六
号

 
 

漁
港

漁
場

整
備

法
 

 

漁
港

及
び

漁
場

の
整

備
等

に
関

す
る

法
律

 
 

第
二

条
第

七
号

 
第

二
条

第
一

項
第

七
号

 
 

漁
港

漁
場

整
備

法
 

 

漁
港

及
び

漁
場

の
整

備
等

に
関

す
る

法
律

 
 

第
二

条
第

八
号

 
第

二
条

第
一

項
第

八
号

 
 

漁
港

漁
場

整
備

法
 

 

漁
港

及
び

漁
場

の
整

備
等

に
関

す
る

法
律

 
 

第
二

条
第

九
号

 
第

二
条

第
一

項
第

九
号

 
 

漁
港

漁
場

整
備

法
 

 

漁
港

及
び

漁
場

の
整

備
等

に
関

す
る

法
律

 
 

漁
港

及
び

漁
場

の
整

備
等

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
く

許
可

等
に

関
す

る
規

則
 

 

水
面

 
 

土
地

 
 立

入
り

 
 

使
 

用
 

 
 

の
 

を
 

 
 

の
 

土
地

 
 

水
面

 
 

 

立
入

り
 

使
 

用
 を

 
 

備
等

に
関

す
る

法
律

」
 

 
水

面
 

 

土
地

 
 

 
の

 立
入

り
 

使
 

用
 

 
の

 
土

地
 

 

水
面

 
 

 
の

 立
入

り
 

使
 

用
 

 
の

  

に
改
め
る

 

 
漁

港
漁

場
整

備
法

の
規

定
に

基
づ

く
許

可
等

 

に
関

す
る

規
則

 

 

を 
 

に

 
 

を 

 

に

 
 

を 

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 
 

六
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 
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購
読
申
込
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